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小諸なる古城のほとり雲白く遊子悲しむ、と文豪島崎藤村に詠われた私たちのまち小諸市は、雄大な浅間山に抱かれ、

千曲川の清流を望む自然豊かな高原の城下町です。今日まで先人たちのたゆまぬ努力により豊かな自然が守られ、

歴史、文化、産業が育まれ、多様で個性あふれる地域社会が築かれてきました。

私たちは、先人たちが守り育ててきたものを大切にし、更に「生きがい」「働きがい」「住みがい」のある

まちづくりを進めていかなければなりません。

いまわが国では、だれもが生き生きと暮らし続けていける地域社会をめざして、人々の暮らしにより近い自治体に

できる限りの行財政の権限を移し、人々の知恵と工夫と参加によって、地域に最もふさわしい公共サービスが

多様な姿で展開されるように、国のかたちを新しいかたち「分権型社会」に創り直す取り組みが進められています。

私たちは、自分たちのまちは自分たちでつくる「分権型社会」をこの小諸の地で推進していくため、

これまで自治の担い手として重要な役割を果たしてきた市民活動団体や区などの地域自治組織と共に、

自治の新たなあり方を模索する道を歩みはじめました。市議会や市長をはじめとした市の執行機関も、

市政運営における新たな責任を果たしていく必要があります。

めざすべき新しい小諸を実現していくためには、多くの困難がありますが、

未来の小諸の人々のために、私たちは強い決意をもって乗り越えていかなければなりません。

ここに私たちは、市民一人ひとりが自治の主体であることを自覚するとともに、

自らの意思と責任において主体的に行動し、互いに暮らしやすい地域社会を協働でつくることを

自治の基本理念とし、小諸市の自治の更なる発展をめざして小諸市自治基本条例を制定します。
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小諸市自治基本条例小諸市自治基本条例
　皆さんは、小諸市自治基本条例をご存知で

すか。この条例は、平成 19 年度の市民学習

会に始まり、市民会議やワーキンググループ、

市民フォーラムでの取り組みを踏まえ、平成

22 年市議会定例会において議決され、その年

の４月１日に施行されました。

　条例は、参加と協働のまちづくりの実現に

向けて、「市民が主役」の自治を進めるための

基本的なルールを定めており、６章、32 条か

ら構成されています。

　今月号と 5 月号では、小諸市自治基本条例

についてお知らせいたします。

問　企画課

みんなでつくった条例です

はじめに、「前文」を読んでみよう！
前文では、自治基本条例制定にあたっての背景や基本的な考え方を明らかにしています

〈用語解説〉

小諸市自治基本条例

よりよい小諸市をつくっていく

ための役割やルール。小諸市自

治の最高規範として位置づけら

れている。

市民：citizen , people

住民のほか、小諸市内で働く人、

学生、活動する人・団体等。

自治：self-government

自分たちの意思と責任に基づ

き、互いを認め合い、助け合い

ながら、まちづくりを行うこと。

参加：participation

まちづくりの企画、立案、実施、

評価などに関わること。

 ～参加と協働のまちづくり～
一人ひとりが自治の主体であることを自覚して、お互いに暮らしやすい地域社会を

　「まちづくり」とは、地域が抱えている課題を解決し、互いに暮らしやすい地域社会を実現するための取り組

みをいいます。まちづくりでは、小諸市内で生活している人、学生、活動する人・団体、区（自治会）、事業者、

議員、市（行政）など、様々な主体同士が相互にかかわっていくことが重要です。

 自治基本条例第 32 条では、「４年を超えない期間ごとに、市民の参加

により、この条例の評価及び検討を行う」と規定されています。定期的

な確認は、多くの皆さんの関心を高め、条例を知る機会となります。

令和 3年度には、３度目の評価および検討を実施しました。

● 暮らしやすい地域社会の実現● 暮らしやすい地域社会の実現

● ● 市民活動団体：特性を活かしたまちづくり市民活動団体：特性を活かしたまちづくり

● 区：地域課題の解決● 区：地域課題の解決

● 市民福祉の向上● 市民福祉の向上

● 市民への情報公開や説明責任● 市民への情報公開や説明責任

● 市民活動団体や区への支援● 市民活動団体や区への支援

市（　）行政
機関

● 市政の監視と評価● 市政の監視と評価

● 市民意見の把握と政策提案● 市民意見の把握と政策提案

● 市民への情報公開や説明責任● 市民への情報公開や説明責任

議会

条例の評価および検討
アンケートへのご協力ありがとうございました

今回の評価方法について
　新型コロナウイルス感染予防の観点から、不特定

多数の方に集まっていただくような、これまでの方

法は行わず、毎年実施している「小諸市 こもろ・

まちづくり市民意識調査」とあわせて、2000 名へ

「小諸市自治基本条例に関するアンケート調査」をお願いし

ました。いただいた意見を基に、今後の市の取り組み方針（案）

を作成し、その案を小諸市総合計画審議会に諮
はか

り、意見を伺

いました。次号で、具体的な内容についてお知らせします。

 私たち市民にとって、とても身近な「小諸市自治基本条例」。

一緒に知って、一緒に考えてみませんか？　

全文と解説はこちら

市民活動団体：group

ボランティア団体や NPO 法人

等、自主的に公益活動を行う

組織。

市 民
市民活動団体・区

など

など

など


